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令和７年度 第３回 揖斐川町教育委員会（議事録概要） 
 
１ 日 時 令和 7年 6月 25日（水） ＜開会＞  15 時 00 分 ＜閉会＞  17 時 00 分 

２ 場  所 揖斐川町役場（3階）研修室 

３ 出席者  

教 育 長 香田 静夫  

教育委員 折戸 克明（教育長職務代理）、小林 直樹、松井 乃里子、八幡 雅夫 

事 務 局  事務局長 所 貴宏、学校教育課長 富山 哲成、社会教育課長 松久 秀紀 

     学校教育課長補佐 髙橋 由利、学校教育課係長 松浦 亮太 

 

４ 次 第 

（１）開 会 

 ・ 揖斐川町教育委員会会議規則（第 7 条）に基づいて、会議の開会を宣告する。 

 ・ 本会議事録の署名については、規則第 19条により、松井 乃里子委員を指名する。 

 ・ 本日の議事については、規則第 21条に定められた非公開案件が 1件。 

 

（２） 諸般の報告（教育長） 

・ 児童生徒の登下校における安全確保について、教育委員会としては、各学校において、保護者、

地域住民、交通安全協会、道路管理者（国道、県道、町道）、警察等と協議して決定し、教育委員

会が承認するものと考える。今後、新設した「学校運営協議会」において、児童生徒の安全な登下

校の在り方を位置付けることを共通理解し、地域ぐるみで交通安全指導を実施している。 

・ 戦後 80年の節目に平和の尊さを考える機会となるよう、学校教育及び社会教育が一体となって、

取り組んでいる。 

・ 岐阜聖徳学園大学との包括的連携に関する協定の締結式について、令和 7 年 6月 13日（金） 揖

斐川町庁舎にて、締結式を実施した。人文学部が新設され、旧春日中学校を公文書館として利用し、

町内に残されている貴重な公文書の記録を保存・保管及び公開に取り組んでいくとともに、大学と

しても学芸員の資格取得等、学生の実習拠点として活用していくことが期待されている。 

・ 教職員の飲酒運転事案を受けて、教職公務員としての責任や立場の重さ、影響の大きさを改めて

認識するとともに、各校長に対し自校の職員の服務規律の徹底ついて指導した。 

・ 「揖斐川町学校教育の在り方審議会」については、令和７年７月３０（水）に第１回会議を開催

し、委員への委嘱状交付、町長からの諮問を行うほか、学校教育の現状と課題の説明と意見交換を

予定している。 

 

（３） 議 事 

議第６号 「揖斐川町教育委員会事務委任規則の全部を改正する規則」について  

    ・ 教育委員会の委任事項において、教育長が委任を受けるものであることを明確にした。 

    ・ 議第６号 全員承認 

 

議第７号 「揖斐川町教育委員会事務専決規程の全部を改正する訓令」について 

・ 教育委員会事務局の専決事項として、事務局長、学校教育課長、社会教育課長については

明記がなかったため、組織規則の改正に伴って明記した。 

     ・ 議第７号 全員承認 

 

議第８号 「市町村教育長によるいじめ対策の連携強化に関する覚書」の締結について 

     ・ 市町村間の連携により、揖斐川町立小中学校及び教育委員会におけるいじめの未然防止を

始め、いじめの問題及び重大事項への対応について、更なる改善・充実を図る。 

     ・ 議第８号 全員承認 
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議第９号 「令和７年度要保護及び準要保護児童生徒の認定」について 

・ 経済的理由によって就学困難な児童生徒又は入学予定者の保護者に対して、必要な就学援

助費を支給し、町立小中学校における義務教育の円滑な就学を図ることを目的とする。 

・ 議第９号 全員承認 

 

（４）連絡事項 等 

＜事務局長＞ 

・ 6月町議会定例会 6 月 6日（金）開会〜13日（金）の報告 

 

＜学校教育課＞ 

・ 揖斐川町教育委員会学校訪問の概括について 

  ・ 小学生県外派遣事業の進捗について 

  ・ 「地域学び塾」の進捗について 

 ・ 市町村教育委員会連合研究総会について 

 ・ ５月の児童生徒の問題行動及び不登校・長欠に関する調査について 

 ・ 連携型中高一貫教育（サマースクール、体験学習）について 

 

＜社会教育課＞ 

・ 少年の主張_揖斐地区審査会の報告について 

・ 第 1回揖斐川町社会教育委員定例会の報告について 

・ 休日の中学校部活動の地域展開について 

・ 揖斐川町「木育プログラム 2025」について 

・ 令和７年度「夏休み特別教室」の紹介について 

 

５ 定例教育委員会開催 

   日時：7月 29日（火) 9時 30分～（7月開催） 

  場所：揖斐川町役場（2階）第 3会議室 

 

 

 

＜議長（教育長）＞ 

 ・ 閉会を宣言する。 

  全員異議なし 

 

 

                               以上、閉会 

 

 

 

 

                    署名                

 


